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諮問庁：郵便貯金・簡易生命保険管理機構 

諮問日：平成２９年１１月１７日（平成２９年（独個）諮問第７２号）及び同

月２４日（平成２９年（独個）諮問第７４号） 

答申日：平成３０年２月１５日（平成２９年度（独個）答申第７２号及び同第

７３号） 

事件名：本人に係る貯金残高証明請求書の回答書の不開示決定（不存在）に関

する件 

    本人に係る貯金入出金照会請求書の回答書の不開示決定（不存在）に

関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

開示請求者に係る「貯金残高証明請求書」及び「貯金入出金照会請求

書」の各「回答書」に記録された保有個人情報（以下，併せて「本件対象

保有個人情報」という。）につき，これを保有していないとして不開示と

した各決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件各審査請求の趣旨は，独立行政法人等の保有する個人情報の保護に

関する法律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく各開示請求

に対し，平成２９年８月２４日付け機構第９４５号及び同第９４６号によ

り独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構（以下「機構」，「処分

庁」又は「諮問庁」という。）が行った各不開示決定（以下，併せて「原

処分」という。）について，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

本件各審査請求の理由は，平成２９年（独個）諮問第７２号（以下「諮

問第７２号」という。）及び同第７４号（以下「諮問第７４号」とい

う。）に係る各審査請求書及び各意見書によれば，おおむね以下のとおり

である。なお，各添付資料については省略する。 

（１）各審査請求書 

各開示請求に対して，開示すべき機構保有の個人情報である，平成１

９年１０月２２日現在，通帳紛失の総合口座：記号番号「特定番号Ａ－

Ｂ～Ｃ」担保定額貯金４件（特定金額Ａ）：平成１５年１月～平成１６

年３月（特定郵便局Ａ）の証拠が判明しているにもかかわらず，「保有

なし」の証拠を隠蔽した虚偽の開示がされている。 

機構は委託会社の監督の義務が法律で定められています。特定貯金事



 

 2 

務センター職員の不正を調査し，機構保有の個人情報である（平成１５

年１月～平成１６年３月：特定郵便局Ａに預入）担保定額貯金４件の預

入申込書の写しを開示してください。 

よって，行政不服審査法の規定により，機構に対して審査請求をいた

します。 

（２）各意見書 

   機構保有の個人情報である担保定額貯金４件（特定金額Ａ）の預入が

判明している調査結果の回答書が，委託会社ゆうちょ銀行特定貯金事務

センターの上司職員（氏名不詳）に隠匿，隠滅，破棄され機構に送られ

ていないため不開示になっている。 

機構は下記のとおり法律により委託会社ゆうちょ銀行の監督の義務が

定められているにもかかわらず，適切な監督が行われていない。 

  個人情報の保護に関する法律 

  第４章 個人情報取扱事業者の義務等 

２２条（委託先の監督） 

個人情報取扱事業者は，個人データの取扱いの全部又は一部を委託す

る場合は，その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよ

う，委託を個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は，その

取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう，委託を受け

た者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

諮問庁の説明は，諮問第７２号及び同第７４号に係る各理由説明書によ

れば，おおむね以下のとおりである。 

 １ 審査請求人は，「保有個人情報開示請求書」により，同請求書別紙に記

載された「貯金残高証明請求書」の記号番号「特定番号Ａ」の貯金に係る

調査結果の「回答書」及び「貯金入出金照会請求書」の記号番号「特定番

号Ａ」の貯金に係る調査結果の「回答書」の開示を請求した。しかしなが

ら，記号番号「特定番号Ａ」はゆうちょ銀行が承継した通常貯金の記号番

号であって，機構が承継した郵便貯金の記号番号ではなく，したがって，

当該記号番号に関する調査結果の回答は，機構は保有していない。 

２ 以上により，本件各審査請求に係る原処分に誤りはないものである。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件各諮問事件について，以下のとおり，併合し，調査審

議を行った。 

   ① 平成２９年１１月１７日  諮問の受理（諮問第７２号） 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

   ③ 同月２４日        諮問の受理（諮問第７４号） 

   ④ 同日           諮問庁から理由説明書を収受（同上） 
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   ⑤ 同年１２月５日      審査請求人から意見書及び資料を収受 

（諮問第７２号） 

   ⑥ 同月１１日        審査請求人から意見書及び資料を収受 

（諮問第７４号） 

   ⑦ 平成３０年２月１３日   諮問第７２号及び同第７４号の併合並

びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，開示請求者に係る「貯金残高証明請求書」及

び「貯金入出金照会請求書」の各「回答書」に記録された保有個人情報で

ある。 

処分庁は，本件対象保有個人情報について，これを保有していないとし

て不開示とする原処分を行ったところ，審査請求人は，記号番号「特定番

号Ａ－Ｂ～Ｃ」担保定額貯金４件（特定金額Ａ）の預入の証拠が判明して

いる「調査結果の回答書」が不開示になっているとか，証拠を隠蔽した虚

偽の不開示がされているなどと主張しているが，諮問庁は，原処分を妥当

としている。 

そこで，以下，本件対象保有個人情報の保有の有無について検討する。 

２ 本件対象保有個人情報の保有の有無について 

（１）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，「特定番号

Ａ」の記号番号は通常郵便貯金の口座を表すとのことである。 

（２）郵政民営化法６条及び１７４条によれば，郵政民営化前に預入された

郵便貯金については，①ゆうちょ銀行が，日本郵政公社から通常郵便貯

金を承継し，②機構が，日本郵政公社から定期性の郵便貯金（定額郵便

貯金，定期郵便貯金，積立郵便貯金等）を承継していると認められる。 

（３）このことから，本件各開示請求に係る当該記号番号の通常郵便貯金は

ゆうちょ銀行が承継し，機構は承継していないと認められ，機構におい

て，当該記号番号の通常郵便貯金に関する調査結果の回答は保有してお

らず，また，開示請求のあった保有個人情報は保有していないとする諮

問庁の説明は，首肯できる。 

（４）なお，審査請求人は各審査請求書及び各意見書において，記号番号

「特定番号Ａ－Ｂ～Ｃ」担保定額貯金４件（特定金額Ａ）の預入の証拠

が判明している「調査結果の回答書」が不開示になっている旨主張して

いる。この点，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，

上記の記号番号は日本郵政公社から機構に承継された定期性の郵便貯金

の記号番号とのことであるが，保有個人情報開示請求書の記載によれば，

審査請求人は，本件開示請求の時点においては，「記号番号「特定番号

Ａ」の調査結果の回答書の開示」を求めていたのであるから，上記の審
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査請求人の主張は採用できない。 

（５）また，機構による本件対象保有個人情報の探索や特定の方法について，

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，原処分に当たっ

ての探索や特定の方法については，従来から一貫して同様のものであっ

て，その方法に問題はなく，その他，本件対象保有個人情報の存在をう

かがわせるような事情もないことから，機構において本件対象保有個人

情報を保有していない旨の諮問庁の説明に疑いを差し挟む余地はない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。なお，審査請求人の主張する隠匿，隠蔽等の存否

については，特定地方裁判所において，当該主張の前提となる担保定額定

期郵便貯金の存在すら認めるに足りないとの３件の判決が確定している。 

４ 本件各不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，これを保有していない

として不開示とした各決定については，機構において本件対象保有個人情

報を保有しているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第１部会） 

委員 岡田雄一，委員 池田陽子，委員 下井康史 

 

 

 


